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lJ度改革関連法の成立を  医療   

踏まえた 今後のスケジュールについて  

平成18年7月25日  

第23回厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会   
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1 健康保険法等の一部を改正する法律等について  

医療保険制度について、国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしてい＜ため、「医療制度改革大綱」（平成17年12月1日  
政府・与党医療改革協議会決定）に沿って、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合等所要の措  
置を講ずる。  

概 要  

L贋療苧適正化卿推進  
（1）医療費適正化計画の策定   

○ 生活習慣病対策や長期入院の是正など中長期的な医療費適正化のため、国が示す基本方針に即し、国及び都道府県が計画（計画期間5年）  
を策定【平成20年4月】   

（2）保険者に対する一定の予防健診等の義務付け   

○ 医療保険者に対し、40歳以上の被保険者等を対象とする糖尿病等の予防に着目した健診及び保健指導の実施を義務付け【平成20年4  
月】   

（3）保険給付の内容・範囲の見直し等   

○ 現役並みの所得がある高齢者の患者負担を2割から3割に引き上げ【平成18年10月】   

○ 療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担を見直し【平成18年10月】   

○ 傷病手当金・出産手当金の支給率等を見直し【平成19年4月〕   

0 70歳から74歳までの高齢者の患者負担を1割から■2割に引き上げ【平成20年4月】   

○ 乳幼児に対する患者負担軽減（2割負担）の対象年齢を3歳未満から義務教育就学前まで拡大〔平成20年4月】   

（4）介護療養型医療施設の廃止【平成24年4月】  
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2瀾  
（1）後期高齢者医療制度の創設【平成20年4月】   

0 75歳以上の後期高齢者の保険料（1割）、現役世代（国保・被用者保険）からの支援（約4割）及び公費（約5割）を財源とする  
新たな医療制度を創設   

○ 保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が実施   
○ 高額医療費についての財政支援、保険料未納等に対する貸付・交付など、国・都道府県による財政安定化措置を実施   

（2）前期高齢者の医療費に係る財政調整制度の創設【平成20年4月】   

0 65歳から74歳までの前期高齢者の給付費及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金について、国保及び被用者保険の加入者数に応  
じて負担する財政調整を実施   

○ 退職者医療制度について、平成26年度までの間における65歳末満の退職者を対象として、現行制度を経過措置として存続  

3周到編・統合  
（1）国保の財政基盤強化   

○ 国保財政基盤強化策（高額医療費共同事業等）の継続【公布日（平成18年4月から適用）】   

○ 保険財政共同安定化事業の創設【平成18年10月】   

（2）政管健保の公法人化【平成20年10月】   

○ 健保組合の組合員以外の被保険者の保険を管掌する全国健康保険協会を設立   

○ 都道府県ごとに、地土或の医療費を反映した保険料率を設定   
○ 適用及び保険料徴収事務は、年金新組織において実施   

（3）地域型健保組合【平成18年10月】   
○ 同一都道府県内における統合を促進するため、統合後の組合（地域型健保組合）について、経過措置として、保険料率の不均一設定  

を認める  

J㌃∴ふ㌧∴  

2   



（参考）老人保健法の改年l∈？いて  
実施  他の各種健診や保健事業も引き続き漏れなく  一 生活習慣病の予防健診を充実、  

＜改正後（平成20年度より）＞  ＜現行＞  

老人保健法の  

目的や趣旨を  

踏襲しつつ、  
それを発展させ  

るものとして、  

「高齢者の医療  

の確保に関する  

法律」へと改正  

高齢者の医療の確保に関する法律  老人保健法  

高齢者に対する医療給付  
高齢者に対する医療給付  

〔老人拠出金制度等〕  

期高齢者医療制度  

期高齢者医療財政調整  慧  

医療費適正化の推進  

連
携
を
と
っ
て
総
合
的
に
健
康
増
進
を
推
進
 
 

市町村による健診等の  

保健事業  

L公費による助成  

習慣病健診・保  

費による助成  

に 連携を  法的   

現在実施されて  

いる各種事業を●  

健康増進法等に  

より漏れなく継続  

して実施  

国民の健康増進に関する  

基本方針等の作成  

市町村による生活習慣相  
談等の実施  

町
や
診
 
 

市
談
亡
健
 
 

健康増進法等   健康増進法等  
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健康保険法等の一部を改正する法律案及び良質な医療を提供する体制の確立を図るた  
めの医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）  

（平成18‘年6月13日参議院厚生労働委員会）  

八、今後の保健事業の推進に当たっては、生活習慣病の予防健診や住居の健康増進のた   
めの事業を充実するよう、地域医療を担う関係者の協力を待つつ・、医療保険者や市町  

るとともに、入手した個人データにつ  村の健診・保健指導の実施体制の確保に  め
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いては、委託先を含め個人情報保  ること。さら  法
 
 

護
 
 

の  

・に、㌧地域・職域における健康づくりを体系的・総合的に行うために、生活習慣病予防に向  
けた国民運動を積極的に展開するとともに、生活習慣病予防対策の実施状況を踏まえ、  

こと。また、被扶養者の健診の普及を  
分に配慮すること。  
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図るため、  

九、生活習慣病予防を強力に推進するために、市町村に加え、保険者又はその委託先等に、   
地域医療を担う関係者の協力を待つつ、保健指導の担い手である保健師又は管理栄養   
士等を適正に配置するよう努め、計画的に実行できる体制を整備し、その効果の検証を   
行うこと。  
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2 医療構造改革における生活習慣病対策の推進について  

○ 近年、我が国では、中吉年の男性を中心に、肥満者の割合が増加傾向にあるが、肥満者の多くが、糖尿病、高血圧   
症、高脂血症等の危険因子を複数併せ持ち、危険因子が重なるほど心疾患や脳血管疾患を発症する危険が増大する。  

○ このため、内臓脂肪型肥満に着目した「内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）」の概念を導入し、国民の   
運動、栄養、喫煙面での健全な生活習慣の形成に向け（「1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ」）、   
国民や関係者の「予防」の重要性に対する理解の促進を図る「健康づくりの国民運動化」を推進するとともに、必要   
度に応じた効果的な保健指導の徹底を図る「網羅的・体系的な保健サービス」を積極的に展開する。  

＜具体的な取組＞   

療保倹者による保健事業吸取組強但  

○ 健診未受診者の確実な把握、保健指導の徹底、   

医療費適正化効果までを含めたデータの蓄積と効果   

の評価といった観点から、医療保険者による保健事   

業の取組強化を図る。   

→ 医療保険者に糖尿病等の予防に着目した健診・  

保健指導の実施を義務付け  

働 ヒ・軌率化  

○ 内臓脂肪症候群等の該当者・予備群に対する保健   

指導を徹底するため、効果的・効率的な健診の実施   

により、該当者・予備群の確実な抽出を図るととも   

に、健診の結果を踏まえ、保健指導の必要度に応じ   

た対象者の階層化を図り、動機付けの支援を含めた   

保健指導プログラムの標準化を図る。  

画の内容充 

事業者、市町村等の役割分担を明確にし、   

糖尿病等の有病者・予備群の減少率や糖尿  

の発揮と都道府県傑  

○ 都道府県が総合調整機能を発揮し、明確な目．標の下、医療保険者、   
これらの関係者の連携を一層促進していくことが必要。   

このため、都道府県健康増進計画について、地域の実情を踏まえ、  

病等の予防に着目した健診・保健指導の実施率等の具体的な数値目標を設定し、関係者の具体的な役割分担と連  
携方策を明記するなど、その内容を充実させ、総合的な生活習慣病対策の推進を図る。   

糖尿病等の有病者予備群の減少  
の向上  

費  5   



3 事後のスケジュールについて  

（1）全体のスケジュールについて  

人材育成について  都道府県健康増進計画について  

（プラン）  

健診・保健指導について   

（プログラム）  （アンバワ ＿ 

【国】  

都道府県、医療保険者、  
関係団体に対するリー  

ダー育成研修  

【都道府県】   

○いくつかの都道府県での  

先行準備事業の実施  

【国】  

○保健医療科学院に  

平  おける計画策定担当者  

成 の養成研修の実施  
18  

年 ○国民健康一束養調査   

度 の実施  

○都道府県健康増進  

計画改定ガイドライン  

（確定版）の策定（参酌  

標準等の提示）  

標準的な健診■保健指導プログラム（暫定版）の  

策定（委託基準を含む）  

【都道府県】  

【医療保険者】  

【関係団体】  

市町村（国保・衛生部  

○都道府県健康■栄養調査  

等の実施   

○地域・職域連携推進協言義  

会の設置   

いくつかの都道府県での先行準備事業において  

実施、評価  
門）、民間事業者、医  

【医療保険者、関係団体】療保険者、関係団体  
の保健師、管理栄養  
士等に対する実践者  

育成研修   

各支部等に対する研修  

特定健康診査等実施計画に関する基本指針  
案の提示   

すべての都道府県での健  

康増進計画の改定作業（少  

なくとも医療費適正化計画  

に関連する部分は必須）   

○新しい健康増進計画の  

施行  

○医療費適正化計画の施  
行  

【保健医療科学院】  

都道府県、医療保険者、  
関係団体に対するリー  

ダー育成研修  

準
 

平
成
1
9
年
度
 
 

○標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）  

の策定（委託基準を含む）   

○医療保険者において準備（特定健康診査等実  

∴施計画の策定を通じた体制整備）  

各都道府県での  

計画改定の支援  

平
成
2
0
年
度
 
 

医療保険者において実施   
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（2）都道府県健康増進計画改定ガイドラインについて  

① 都道府県健康増進計画の内容充実の基本的な方向性  

1．地域の実情を踏まえた具体的な目標値の設定  

O「健康日本21」の代表目標項目を始めとして、地域の実情を踏まえた地域住民にわかり  
やすい目標値を提示。   
具体的には、内臓脂肪型肥満に着目し、糖尿病等の有病者一予備群の減少率、その達成  

に向けた健診一保健指導の実施率や運動、食生活、喫煙等に関する各目標を設定。  

2．関係者の役割分担一連携促進のため‘の都道麻県の総合調整機  

○ 都道府県の総合調整の下、関係者が協議して、健診・保健指導や普及啓発等の具体的  

施策に即し、医療保険者、市町村等の具体的な役割分担を明確化するとともに、一関係者間  
の連携を促進。   

このため、都道府県が中心となって協議する場として、地域・職域連携推進協議会を開催  

（保険者間の調整・連携は保険者協議会を活用） 。  

3．各主体の取組の進捗状況や目竃標の達成度の評価の徹 

○ 各主体の健診・保健指導や普及啓発等の取組の進捗状況や目標の達成状況について、  
都道府県が中心となって定期的に状況を評価し、その後の取組等に反映。  
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